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176 藤沢交流施設（総合交流ターミナル） 研修室（大） 53.60 3時間 3,000 3,000 0 据置
研修・会議室等Ａ（集会施設及び
準じる施設）

藤沢交流施設条例

176 藤沢交流施設（総合交流ターミナル） 研修室（小） 41.80 3時間 3,000 3,000 0 据置
研修・会議室等Ａ（集会施設及び
準じる施設）

藤沢交流施設条例

176 藤沢交流施設（総合交流ターミナル）
ファミリールーム（１・２
人閑散期）13室（一般）

46.00 １人 9,000 9,430 430 増
宿泊室Ｂ（専用の宿泊室を有す
る施設／観光施設）

藤沢交流施設条例

176 藤沢交流施設（総合交流ターミナル）
ファミリールーム（１・２
人閑散期）13室（小学
生）

46.00 １人 4,500 4,710 210 増
宿泊室Ｂ（専用の宿泊室を有す
る施設／観光施設）

藤沢交流施設条例

176 藤沢交流施設（総合交流ターミナル）
ファミリールーム（１・２
人繁忙期）（一般）

46.00 １人 9,900 10,370 470 増
宿泊室Ｂ（専用の宿泊室を有す
る施設／観光施設）

藤沢交流施設条例

176 藤沢交流施設（総合交流ターミナル）
ファミリールーム（１・２
人繁忙期）（小学生）

46.00 １人 5,000 5,240 240 増
宿泊室Ｂ（専用の宿泊室を有す
る施設／観光施設）

藤沢交流施設条例

176 藤沢交流施設（総合交流ターミナル）
ファミリールーム（３～６
人閑散期）（一般）

46.00 １人 6,500 6,810 310 増
宿泊室Ｂ（専用の宿泊室を有す
る施設／観光施設）

藤沢交流施設条例

176 藤沢交流施設（総合交流ターミナル）
ファミリールーム（３～６
人閑散期）（小学生）

46.00 １人 4,500 4,710 210 増
宿泊室Ｂ（専用の宿泊室を有す
る施設／観光施設）

藤沢交流施設条例

176 藤沢交流施設（総合交流ターミナル）
ファミリールーム（３～６
人繁忙期）（一般）

46.00 １人 7,200 7,540 340 増
宿泊室Ｂ（専用の宿泊室を有す
る施設／観光施設）

藤沢交流施設条例

176 藤沢交流施設（総合交流ターミナル）
ファミリールーム（３～６
人繁忙期）（小学生）

46.00 １人 5,000 5,240 240 増
宿泊室Ｂ（専用の宿泊室を有す
る施設／観光施設）

藤沢交流施設条例

176 藤沢交流施設（総合交流ターミナル）
ツインルーム（１人閑散
期）13室（一般）

31.00 １人 8,000 8,380 380 増
宿泊室Ｂ（専用の宿泊室を有す
る施設／観光施設）

藤沢交流施設条例

176 藤沢交流施設（総合交流ターミナル）
ツインルーム（１人閑散
期）13室（小学生）

31.00 １人 5,000 5,240 240 増
宿泊室Ｂ（専用の宿泊室を有す
る施設／観光施設）

藤沢交流施設条例

176 藤沢交流施設（総合交流ターミナル）
ツインルーム（１人繁忙
期）13室（一般）

31.00 １人 8,800 9,220 420 増
宿泊室Ｂ（専用の宿泊室を有す
る施設／観光施設）

藤沢交流施設条例
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176 藤沢交流施設（総合交流ターミナル）
ツインルーム（１人繁忙
期）13室（小学生）

31.00 １人 5,500 5,760 260 増
宿泊室Ｂ（専用の宿泊室を有す
る施設／観光施設）

藤沢交流施設条例

176 藤沢交流施設（総合交流ターミナル）
ツインルーム（２～３人
閑散期）13室（一般）

31.00 １人 7,000 7,330 330 増
宿泊室Ｂ（専用の宿泊室を有す
る施設／観光施設）

藤沢交流施設条例

176 藤沢交流施設（総合交流ターミナル）
ツインルーム（２～３人
閑散期）13室（小学生）

31.00 １人 5,000 5,240 240 増
宿泊室Ｂ（専用の宿泊室を有す
る施設／観光施設）

藤沢交流施設条例

176 藤沢交流施設（総合交流ターミナル）
ツインルーム（２～３人
繁忙期）13室（一般）

31.00 １人 7,700 8,070 370 増
宿泊室Ｂ（専用の宿泊室を有す
る施設／観光施設）

藤沢交流施設条例

176 藤沢交流施設（総合交流ターミナル）
ツインルーム（２～３人
繁忙期）13室（小学生）

31.00 １人 5,500 5,760 260 増
宿泊室Ｂ（専用の宿泊室を有す
る施設／観光施設）

藤沢交流施設条例

176 藤沢交流施設（総合交流ターミナル） 温浴施設（一般） 308.13 １人 500 600 100 増 浴室Ａ（温泉施設） 藤沢交流施設条例

176 藤沢交流施設（総合交流ターミナル） 温浴施設（小学生） 308.13 １人 300 300 0 据置 浴室Ａ（温泉施設） 藤沢交流施設条例
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